
﹃
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﹄
前
世
夢
告
説
話
考

︱
夢
告
を
検
証
し
な
い
こ
と

︱

髙

山

卓

は
じ
め
に

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄︵
以
下
﹃
法
華
験
記
﹄︶
は
︑
比
叡
山
延
暦
寺
横

川
首
楞
厳
院
の
沙
門
鎮
源
が
︑
長
久
年
間
︵
一
〇
四
〇
～
一
〇
四
四
年
︶
に
編

纂
し
た
説
話
集
で
あ
る
︒
日
本
の
法
華
霊
験
譚
の
集
成
で
︑
全
一
二
九
話
を
収

め
る
︒

本
稿
で
は
︑﹃
法
華
験
記
﹄
に
お
け
る
前
世
夢
告
説
話
に
つ
い
て
論
じ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
菊
地
良
一
氏
の
整
理①

を
踏
ま
え
︑
前
世
夢
告
説
話
を
“
あ
る
人
物

が
︑
身
に
抱
え
る
謎
に
つ
い
て
︑
夢
告
に
よ
っ
て
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
で
あ
る

こ
と
を
知
る
”
と
い
う
型
の
説
話
と
定
義
す
る
︒﹃
法
華
験
記
﹄
に
は
︑
前
世

夢
告
説
話
が
計
一
四
話
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑﹃
法
華
験
記
﹄
以
前
の
説

話
集
で
︑
一
〇
話
超
の
前
世
夢
告
説
話
を
収
録
し
た
例
は
な
い②

︒
よ
っ
て
︑
前

世
夢
告
説
話
は
︑﹃
法
華
験
記
﹄
研
究
上
︑
注
目
す
べ
き
説
話
群
と
い
え
る
︒

一
︑
問
題
の
所
在

従
来
︑﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
の
な
か
で
も
︑
第
七
八
話
﹁
覚
念

法
師
﹂
が
︑
よ
く
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
き
た
︒﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八

話
の
梗
概
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

覚
念
は
︑﹃
法
華
経
﹄
に
通
じ
て
い
た
が
︑
あ
る
三
行
だ
け
暗
誦
で
き
な

か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
三
宝
と
普
賢
へ
祈
請
す
る
と
︑
夢
告
を
受
け
た
︒
夢

に
老
僧
が
現
れ
︑
覚
念
の
前
身
が
紙し

魚み

で
あ
る
こ
と
︑
前
世
で
件
の
三
行

を
食
い
破
っ
た
た
め
に
現
世
で
そ
の
三
行
を
暗
誦
で
き
な
い
こ
と
︑
前
世

で
﹃
法
華
経
﹄
に
住
ん
で
い
た
た
め
に
現
世
で
人
身
を
得
た
こ
と
︑
信
仰

心
に
免
じ
件
の
三
行
を
暗
誦
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
告
げ
た
︒
夢
か

ら
醒
め
た
覚
念
は
︑
件
の
三
行
を
暗
誦
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
以

降
︑
覚
念
は
一
層
行
業
に
邁
進
し
た
︒

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考
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こ
れ
の
有
力
な
先
行
説
話
と
し
て
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
の
が
︑
唐
代
の
説

話
集
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
の
巻
六
第
一
七
話
﹁
秦
郡
東
寺
沙
弥
﹂
で
あ
る
︒
こ
ち

ら
の
梗
概
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

秦
郡
東
寺
の
沙
弥
は
︑﹃
法
華
経
﹄
に
通
じ
て
い
た
が
︑﹁
薬
草
喩
品
﹂
中

の
﹁
靉
靆
﹂
の
二
字
だ
け
暗
誦
で
き
な
か
っ
た
︒
沙
弥
の
師
が
こ
れ
を
叱

責
し
て
い
る
と
︑
師
が
夢
告
を
受
け
た
︒
夢
に
僧
が
現
れ
︑
沙
弥
の
前
身

が
寺
の
東
の
村
に
住
ん
で
い
た
優
婆
夷
で
あ
る
こ
と
︑
前
世
で
受
持
し
て

い
た
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
靉
靆
﹂
の
二
字
が
紙
魚
に
食
い
破
ら
れ
て
い
た
た

め
に
現
世
で
そ
の
二
字
を
暗
誦
で
き
な
い
こ
と
︑
優
婆
夷
と
は
某
氏
の
こ

と
で
あ
っ
て
そ
の
受
持
し
て
い
た
﹃
法
華
経
﹄
が
現
存
す
る
こ
と
︑
行
っ

て
検
証
す
べ
し
と
の
こ
と
を
告
げ
た
︒
夢
か
ら
醒
め
た
師
が
検
証
の
た
め

に
当
地
へ
行
く
と
︑
某
氏
が
実
在
し
た
こ
と
︑
某
氏
が
生
前
に
受
持
し
て

い
た
﹃
法
華
経
﹄
が
﹁
靉
靆
﹂
の
二
字
を
欠
く
こ
と
が
判
明
し
た
︒
夢
に

告
げ
ら
れ
た
前
世
は
︑
本
当
の
こ
と
だ
と
検
証
さ
れ
た
︒
以
降
︑
沙
弥
は

熟
達
に
至
っ
た
︒

﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
と
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
の
比
較
に
お

い
て
は
︑
多
く
の
場
合
︑
夢
告
の
内
容
の
違
い
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒

例
え
ば
︑
森
正
人
氏
は
︑﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
で
は
﹁
現
在
の

持
経
者
は
前
世
に
そ
の
経
を
読
ん
で
い
た
人
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹃
法
華

験
記
﹄
第
七
八
話
で
は
﹁
現
在
の
持
経
者
﹂
が
前
世
で
﹁
経
本
を
食
み
損
じ
た

衣
魚
自
身
で
あ
﹂
る
こ
と
に
着
目
し
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
に
﹁
卑
小
な

生
き
物
を
前
世
の
自
ら
の
姿
と
し
て
振
り
返
る
視
点
﹂
を
指
摘
し
て
い
る③

︒

ま
た
︑
岡
田
文
弘
氏
は
︑
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
で
は
﹁
紙
魚
に

二
字
を
齧
ら
れ
た
﹃
法
華
経
﹄
経
巻
を
使
用
し
て
い
た
女
人
が
主
人
公
︵
沙

弥
︶
に
転
生
し
︑
そ
の
二
字
が
暗
誦
で
き
な
い
ま
ま
と
な
る
︑
と
い
う
筋
﹂
で

あ
る
の
に
対
し
て
︑
﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
で
は
﹁
経
巻
を
齧
っ
た
紙
魚
が

主
人
公
︵
覚
念
︶
自
身
に
転
生
す
る
︑
と
い
う
筋
﹂
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
︑

﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
に
お
け
る
﹁
主
人
公
は
罪
な
き
存
在
か
ら
罪
を
負
っ

た
存
在
へ
と
変
質
し
︑
ま
た
︑
経
文
を
暗
記
で
き
な
い
と
い
う
現
象
は
︑
罪
業

の
発
露
・
報
い
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る④

︒

森
氏
も
岡
田
氏
も
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
と
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第

一
七
話
を
比
較
し
︑
夢
告
の
内
容
の
違
い
か
ら
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
に

独
特
の
﹁
視
点
﹂
や
﹁
意
味
づ
け
﹂
を
見
出
し
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
︑﹃
法
華

験
記
﹄
第
七
八
話
と
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
の
二
話
の
比
較
と
し
て

は
︑
妥
当
な
指
摘
と
い
え
る
︒

こ
こ
で
本
稿
の
立
場
を
述
べ
れ
ば
︑
以
上
の
よ
う
な
﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八

話
と
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
の
比
較
を
土
台
と
し
た
上
で
︑
さ
ら
に

よ
り
多
く
の
前
世
夢
告
説
話
を
比
較
に
加
え
︑
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と

す
る
も
の
で
あ
る
︒
前
世
夢
告
説
話
は
︑﹃
法
華
験
記
﹄
以
前
の
説
話
集
に
収

録
さ
れ
た
も
の
が
︑
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
の
他
に
も
い
く
ら
か
あ

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考
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る
︒
ま
た
︑﹃
法
華
験
記
﹄
に
計
一
四
話
の
前
世
夢
告
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
︑
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
︒

以
下
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
と
す
べ
て
の
先
行
説
話
の
比
較
︑﹃
法
華
験

記
﹄
の
第
七
八
話
以
外
の
す
べ
て
の
前
世
夢
告
説
話
の
通
覧
に
よ
っ
て
︑﹃
法

華
験
記
﹄
に
お
け
る
前
世
夢
告
説
話
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒

二
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
﹁
覚
念
法
師
﹂
の
見
直
し

さ
て
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
の
先
行
説
話
に
は
︑﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六

第
一
七
話
の
他
に
︑
次
の
三
話
が
知
ら
れ
て
い
る⑤

︒

﹁
唐
新
羅
国
沙
弥
﹂︵﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
九
第
九
話
︶

﹁
長
安
県
蔚
範
良
子
﹂︵﹃
法
華
伝
記
﹄
巻
九
第
六
話
︶

﹁
憶
持
法
花
経
現
報
示
奇
表
縁
﹂︵﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
第
一
八
話
︶

﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
九
第
九
話
の
梗
概
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

新
羅
の
小
師
は
︑﹃
法
華
経
﹄
に
通
じ
て
い
た
が
︑
第
二
巻
中
の
あ
る
一

字
だ
け
暗
誦
で
き
な
か
っ
た
︒
す
る
と
︑
夢
告
を
受
け
た
︒
夢
に
人
が
現

れ
︑
小
師
の
前
身
が
同
郷
の
某
家
の
出
の
出
家
者
で
あ
る
こ
と
︑
前
世
で

受
持
し
て
い
た
﹃
法
華
経
﹄
の
件
の
一
字
を
焼
い
た
た
め
に
現
世
で
そ
の

一
字
を
暗
誦
で
き
な
い
こ
と
︑
そ
の
受
持
し
て
い
た
﹃
法
華
経
﹄
が
現
存

す
る
こ
と
︑
行
っ
て
検
証
す
べ
し
と
の
こ
と
を
告
げ
た
︒
夢
か
ら
醒
め
た

小
師
が
検
証
の
た
め
に
当
地
へ
行
く
と
︑
某
家
所
有
の
﹃
法
華
経
﹄
が
件

の
一
字
を
欠
く
こ
と
が
判
明
し
た
︒
夢
に
告
げ
ら
れ
た
前
世
は
︑
本
当
の

こ
と
だ
と
検
証
さ
れ
た
︒
以
降
︑
小
師
は
前
世
の
父
母
に
も
孝
養
を
尽
く

し
た
︒

﹃
法
華
伝
記
﹄
巻
九
第
六
話
の
梗
概
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

長
安
の
法
咋
は
︑﹃
法
華
経
﹄
第
三
・
四
巻
に
通
じ
て
い
が
︑
残
り
の
巻

を
理
解
も
暗
誦
も
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
祈
請
す
る
と
︑
夢
告
を
受

け
た
︒
夢
に
︑
法
咋
は
前
身
が
鼠
で
あ
る
︑
前
世
で
﹃
法
華
経
﹄
を
聴
聞

し
た
た
め
に
現
世
で
人
身
を
得
た
︑
前
世
で
聴
聞
し
た
の
が
第
三
・
四
巻

の
み
で
あ
っ
た
た
め
に
現
世
で
残
り
の
巻
に
は
通
じ
な
い
︑
現
世
で
行
業

を
積
め
ば
将
来
的
に
は
残
り
の
巻
に
も
通
じ
う
る
と
い
う
︒
夢
か
ら
醒
め

た
法
咋
は
︑
涙
を
流
し
て
懺
悔
し
た
︒

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
第
一
八
話
の
梗
概
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

大
和
国
葛
木
上
郡
の
丹
治
比
氏
の
出
の
持
経
者
は
︑﹃
法
華
経
﹄
に
通
じ

て
い
た
が
︑
あ
る
一
字
だ
け
暗
誦
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
観
音
へ
懺

悔
す
る
と
︑
夢
告
を
受
け
た
︒
夢
に
人
が
現
れ
︑
持
経
者
の
前
身
が
伊
予

国
別
郡
の
日
下
部
猴
の
子
で
あ
る
こ
と
︑
前
世
で
受
持
し
て
い
た
﹃
法
華

経
﹄
の
件
の
一
字
を
焼
い
た
た
め
に
現
世
で
そ
の
一
字
を
暗
誦
で
き
な
い

こ
と
︑
行
っ
て
検
証
す
べ
し
と
の
こ
と
を
告
げ
た
︒
夢
か
ら
醒
め
た
持
経

者
が
検
証
の
た
め
に
当
地
へ
行
く
と
︑
持
経
者
と
今
は
亡
き
猴
の
子
の
容

姿
が
酷
似
す
る
こ
と
︑
猴
の
子
が
生
前
に
受
持
し
て
い
た
﹃
法
華
経
﹄
が

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考
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表
�

﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話

﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話

﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
九
第
九
話

㋐人物像

沙
門
覚
念
︒
命
快
律
師
舎
兄
矣
︒
厭
離
俗
網
︒
志
在
仏

法
︒
剃
除
鬚
髪
︒
出
家
入
道
︒
染
衣
受
戒
︒
威
儀
具
足
︒

其
心
清
浄
︒
質
直
柔
和
︒
怖
罪
悔
過
︒
道
心
堅
固
︒
読

誦
法
華
経
︒
是
定
途
所
作
︒

釈
某
︒
失
其
名
︒
住
秦
郡
東
寺
︒
有
一
沙
弥
︒
誦
法
華

甚
通
利
︒

新
羅
国
︒
有
金
果
毅
︒
生
一
男
子
︒
従
小
出
家
︒
楽
読

法
華
経
︒
至
第
二
巻
︒
誤
焼
一
字
︒
年
十
八
︒
忽
従
夭

喪
︒
還
生
別
処
金
果
毅
家
︒
又
得
出
家
︒
即
偏
愛
読
法

華
経
︒

㋑謎

其
誦
経
時
︒
有
三
行
経
文
︒
更
不
被
誦
︒
毎
至
其
所
︒

妄
失
三
行
文
︒
雖
積
暗
誦
︒
更
不
明
了
︒
聖
人
歎
憂
︒

祈
念
三
宝
︒
瞻
仰
普
賢
︒
求
請
冥
護
︒

唯
到
薬
草
喩
品
︒
靉
靆
二
字
︒
随
教
随
忘
︒
如
是
至
千
︒

師
苦
責
之
曰
︒
汝
誦
一
部
経
︒
熟
利
如
此
︒
豈
不
能
作

意
憶
此
二
字
耶
︒

至
第
二
巻
︒
毎
於
一
字
︒
随
問
随
忘
︒

㋒夢告

夢
有
老
僧
而
来
告
云
︒
汝
有
宿
業
︒
妄
失
三
行
文
也
︒

汝
於
先
生
受
衣
虫
身
︒
在
法
華
経
中
︒
食
失
三
行
︒
又

依
住
経
中
︒
今
得
人
身
︒
誦
法
華
経
︒
依
食
経
文
︒
不

得
誦
於
三
行
之
文
︒
今
叮
嚀
懺
悔
︒
生
渇
仰
心
︒
故
我

加
冥
助
︒
当
令
通
利
︒

師
︒
夜
即
夢
見
一
僧
︒
謂
之
曰
︒
汝
不
応
責
此
沙
弥
︒

沙
弥
︒
前
生
在
寺
側
東
村
︒
受
優
婆
夷
身
︒
本
誦
法
華

一
部
︒
但
其
家
法
華
︒
当
時
薬
草
喩
品
︒
白
魚
食
去
靉

靆
二
字
︒
于
時
経
本
無
此
二
字
︒
為
其
今
生
新
受
︒
習

未
成
耳
︒
其
姓
名
某
︒
経
亦
見
在
︒
脱
不
信
者
︒
可
往

験
之
︒

夢
有
人
云
︒
小
師
前
生
︒
向
其
郷
某
金
果
毅
家
生
︒
亦

得
出
家
︒
在
彼
生
時
︒
読
誦
法
華
︒
誤
焼
一
字
︒
是
以
︒

今
生
随
得
忘
︒
彼
旧
経
現
存
︒
往
彼
自
看
︒

㋓検証

師
明
旦
就
彼
村
︒
訪
問
此
家
︒
言
畢
︒
問
主
人
云
︒
有

可
供
養
処
不
︒
答
曰
︒
有
之
︒
問
曰
︒
有
若
為
経
尽
︒

答
云
︒
有
法
華
経
一
部
︒
師
索
取
看
︒
薬
草
喩
品
︒
果

欠
二
字
︒
訪
云
︒
是
大
児
亡
婦
︒
生
存
受
持
之
経
︒
計

亡
︒
已
得
一
十
七
年
︒
果
与
此
沙
弥
︒
年
時
胎
月
相
応

也
︒

此
小
師
︒
依
夢
向
彼
尋
覓
︒
果
得
其
家
︒
借
問
投
宿
︒

前
生
父
母
︒
依
俙
欲
識
︒
尋
訪
旧
経
︒
乃
見
第
二
︒
実

焼
一
字
︒

㋔結末

夢
覚
已
後
︒
三
行
之
経
憶
持
通
達
︒
諷
誦
無
礙
︒
発
露

先
世
罪
業
悪
縁
︒
懇
重
読
誦
︒
毎
日
三
部
︒
更
不
闕
怠
︒

棄
捨
世
間
名
聞
利
養
︒
永
期
無
上
正
等
菩
提
︒
所
行
如

法
︒
豈
疑
後
世
哉
︒

自
後
頻
移
歳
稔
︒
始
得
精
熟
︒
不
知
所
終
︒

小
師
及
前
父
母
︒
悲
喜
交
并
︒
二
家
遂
為
親
好
︒
彼
此

無
二
︒
当
即
言
及
州
県
︒
州
県
奏
聞
︒
挙
国
伝
詠
︒
于

今
不
息
︒
即
貞
観
時
也
︒

㋕話末評語

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考

四



﹃
法
華
伝
記
﹄
巻
九
第
六
話

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
第
一
八
話

㋐人物像

長
安
県
蔚
範
良
︒
家
大
富
無
継
子
︒
祈
長
沙
霊
像
︒
生
一
男
子
︒
生
便
発
言
︒

至
三
歳
方
弁
世
俗
言
詞
︒
識
知
書
典
文
︒
人
皆
謂
神
児
︒
無
師
自
然
誦
通
法
華

経
第
三
第
四
両
巻
︒

昔
大
和
国
葛
木
上
郡
︒
有
一
持
経
人
︒
丹
治
比
之
氏
也
︒
其
生
知
︒

㋑謎

余
不
能
誦
︒
父
母
亡
死
︒
厭
世
出
家
︒
名
曰
法
咋
︒
深
解
両
巻
義
趣
︒
余
未
明

了
︒
蔬
食
苦
節
︒
若
誦
若
解
︒
唯
有
二
巻
︒
不
仮
功
用
︒
咋
情
懷
疑
網
︒
欲
知

先
業
︒
祈
誓
多
日
︒

年
八
歳
以
前
誦
持
法
花
経
︒
竟
唯
一
字
不
得
存
︒
至
于
廿
有
余
歳
︒
猶
難
得
持
︒
因
観
音
以
悔

過
︒

㋒夢告

感
夢
云
︒
前
世
罪
業
受
鼠
身
︒
在
逍
遥
園
中
︒
入
翻
経
館
︒
聞
法
華
経
第
三
第

四
余
未
聞
︒
間
諸
僧
駆
出
︒
以
彼
聞
法
改
報
︒
生
人
間
為
男
子
︒
前
已
聞
故
︒

自
然
解
了
︒
余
未
聞
︒
無
宿
因
故
︒
不
能
誦
得
︒
亦
不
解
義
︒
今
身
修
行
︒
将

来
得
悟
︒
勤
行
受
持
︒
暫
時
不
廃
︒
億
億
萬
劫
得
聞
是
経
︒
努
力
莫
空
過
︒

于
時
夢
見
︒
有
人
曰
︒
汝
昔
先
身
︒
生
在
伊
予
国
別
郡
日
下
部
猴
之
子
︒
時
汝
成
誦
法
花
経
︒

而
灯
焼
一
文
不
得
誦
︒
今
往
見
之
︒

㋓検証

従
夢
醒
驚
而
思
怪
之
︒
白
其
親
曰
︒
忽
縁
事
欲
往
伊
予
︒
二
親
聴
許
︒
然
諮
往
当
到
之
猴
家
︒

叩
門
喚
人
︒
乃
女
人
出
含
咲
還
入
︒
白
家
母
︒
門
在
客
人
︒
恰
似
死
郎
︒
聞
之
出
見
︒
猶
疑
死

子
︒
家
長
見
之
亦
怪
問
之
︒
仁
者
何
人
︒
答
陳
国
郡
之
名
︒
客
人
亦
問
之
︒
答
具
告
知
彼
姓
名

也
︒
明
知
是
我
先
父
母
︒
即
長
跪
拝
︒
猴
愛
之
喚
入
︒
居
床
而
瞻
言
︒
若
死
昔
我
子
之
霊
矣
︒

客
人
具
述
夢
状
︒
謂
翁
姥
吾
先
父
母
︒
猴
亦
語
因
而
示
之
曰
︒
我
先
子
号
某
︒
其
子
住
堂
読
経

及
以
持
水
瓶
是
也
︒
先
子
聞
之
入
堂
内
︒
取
彼
法
花
経
開
見
之
︒
当
不
所
誦
之
文
灯
焼
失
也
︒

㋔結末

咋
流
涙
悔
過
自
責
矣
︒

于
時
懺
奉
直
之
後
︒
就
然
得
持
︒
於
是
祖
子
相
見
︒
一
怪
一
喜
︒
父
子
之
義
︒
不
失
孝
養
︒

㋕話末評語

賛
曰
︒
善
哉
日
下
部
之
氏
︒
読
経
求
道
︒
過
現
二
生
︒
重
誦
本
経
︒
現
孝
二
父
︒
美
名
伝
後
︒

是
聖
非
凡
︒
誠
知
︒
法
花
威
神
︒
観
音
験
力
︒
善
悪
因
果
経
云
︒
欲
知
過
去
因
︒
見
其
現
在
果
︒

欲
知
未
来
報
︒
見
其
現
在
業
者
︒
其
斯
謂
之
矣
︒

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考

五



件
の
一
字
を
欠
く
こ
と
が
判
明
し
た
︒
夢
に
告
げ
ら
れ
た
前
世
は
︑
本
当

の
こ
と
だ
と
検
証
さ
れ
た
︒
持
経
者
は
︑
懺
悔
し
焼
け
た
箇
所
を
修
繕
す

る
と
︑
件
の
一
字
を
暗
誦
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
以
降
︑
持
経
者
は
前

世
の
父
母
に
も
孝
養
を
尽
く
し
た
︒

﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
︑﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
お
よ
び
巻
九
第

九
話
︑﹃
法
華
伝
記
﹄
巻
九
第
六
話
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
第
一
八
話
の
説
話

本
文
を
比
較
し
た
も
の
が
表
�
で
あ
る
︒
各
説
話
は
︑
概
ね
︻
㋐
人
物
像
︼

︻
㋑
謎
︼︻
㋒
夢
告
︼︻
㋓
検
証
︼︻
㋔
結
末
︼︻
㋕
話
末
評
語
︼
の
六
つ
の
場
面

の
順
に
話
が
進
む
︒
そ
の
六
場
面
に
拠
っ
て
説
話
本
文
を
分
け
︑
表
を
作
成
し

た
︒こ

の
よ
う
に
五
つ
の
説
話
を
並
べ
る
と
︑
先
行
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
問
題
の
一
つ
と
し
て
︑
説
話
の
構
成
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
︒

す
な
わ
ち
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
︑﹃
法
華
伝
記
﹄
巻
九
第
六
話
に
は
︻
㋓

検
証
︼
が
な
い
一
方
で
︑﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
巻
六
第
一
七
話
お
よ
び
巻
九
第
九

話
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
第
一
八
話
に
は
︻
㋓
検
証
︼
が
あ
る
︵
表
の
網
掛

け
箇
所
︶︒

確
か
に
︑
ど
の
説
話
に
も
“
あ
る
人
物
が
︑
身
に
抱
え
る
謎
に
つ
い
て
︑
夢

告
に
よ
っ
て
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
で
あ
る
こ
と
を
知
る
”
と
い
う
型
が
︑
大
き

く
は
共
通
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
説
話
本
文
に
即
し
て
説
話
の
構
成
を
厳
密
に
見

る
と
き
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
の
特
徴
と
し
て
︑︻
㋓
検
証
︼
を
欠
く
と
い

う
こ
と
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る⑥

︒

三
︑
﹃
法
華
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
の
通
覧

次
に
︑﹃
法
華
験
記
﹄
の
第
七
八
話
以
外
の
す
べ
て
の
前
世
夢
告
説
話
に
つ

い
て
︑︻
㋒
夢
告
︼
︻
㋓
検
証
︼︻
㋔
結
末
︼
の
流
れ
を
通
覧
す
る
︒

第
二
四
話
﹁
頼
真
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
牛
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
頼
真
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信
じ
一
層

行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
二
五
話
﹁
叡
山
西
塔
春
命
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
野
干

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
春
命
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信

じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
二
六
話
﹁
黒
色
沙
門
安
勝
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
牛
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
安
勝
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信
じ

一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
二
七
話
﹁
備
前
国
盲
目
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
蛇

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
法
師
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信

じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
三
〇
話
﹁
山
城
国
加
美
奈
井
寺
住
僧
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前

身
が
蚯
蚓
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
僧
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因

縁
を
信
じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考
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第
三
一
話
﹁
醍
醐
僧
恵
増
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
播

磨
国
賀
茂
郡
の
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
恵
増
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
検
証

の
た
め
に
当
地
へ
行
く
︒
す
る
と
︑
夢
に
告
げ
ら
れ
た
前
世
が
本
当
の
こ
と
だ

と
検
証
さ
れ
︑
恵
増
は
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信
じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
三
六
話
﹁
叡
山
朝
禅
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
馬
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
朝
禅
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信
じ

一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
五
三
話
﹁
横
川
永
慶
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
犬
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
永
慶
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信
じ

一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
五
八
話
﹁
廿
七
品
持
経
者
蓮
尊
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前

身
が
犬
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
蓮
尊
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因

縁
を
信
じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
七
七
話
﹁
行
範
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
馬
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
行
範
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信
じ
一
層

行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
八
〇
話
﹁
七
巻
持
経
者
明
蓮
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身

が
牛
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
明
蓮
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁

を
信
じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
八
九
話
﹁
越
中
国
海
蓮
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
蟋

蟀
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
海
蓮
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を

信
じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

第
九
三
話
﹁
金
峰
山
転
乗
法
師
﹂
で
は
︑
夢
告
を
受
け
︑
自
身
の
前
身
が
蛇

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
転
乗
が
︑
夢
か
ら
醒
め
る
と
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信

じ
一
層
行
業
に
邁
進
す
る
︒

こ
れ
ら
の
説
話
本
文
を
︻
㋒
夢
告
︼︻
㋓
検
証
︼︻
㋔
結
末
︼
に
分
け
並
べ
た

表
�
を
︑
次
頁
に
掲
げ
た
︒

﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
を
並
べ
て
み
る
と
︑
第
三
一
話
に
だ
け

︻
㋓
検
証
︼
が
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
説
話
に
は
︻
㋓
検
証
︼
が
な
い
こ
と
に

気
づ
く
︵
表
の
網
掛
け
箇
所
︶
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
︻
㋓
検
証
︼
を
欠
く
と
い
う

説
話
の
構
成
に
つ
い
て
の
特
徴
は
︑
﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
八
話
の
特
徴
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
︑
広
く
﹃
法
華
験
記
﹄
に
お
け
る
前
世
夢
告
説
話
の
特
徴
と
い
え

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

四
︑
夢
告
を
検
証
し
な
い
こ
と

こ
こ
ま
で
よ
り
︑﹃
法
華
験
記
﹄
に
お
け
る
前
世
夢
告
説
話
は
︑
夢
告
を
検

証
す
る
場
面
を
欠
く
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
︒
で
は
︑﹃
法
華
験

記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
く
の
は

な
ぜ
か
︒

唯
一
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
も
つ
﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
一
話
で
は
︑
夢
に

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考
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表
�

﹃
法
華
験
記
﹄
第
二
四
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
二
五
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
二
六
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
二
七
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
〇
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
一
話

㋒夢告

至
第
六
夜
︒
夢
聞
音
声
不
見

其
形
︒
告
頼
真
云
︒
汝
先
生

身
是
鼻
欠
牛
︒
近
江
国
愛
智

郡
中
貫
首
家
内
︒
貫
首
作
経

供
養
︒
八
部
法
花
負
牛
将
登

伽
藍
︒
依
負
経
功
徳
︒
脱
牛

身
至
人
間
︒
誦
法
華
経
︒
解

法
文
理
︒
作
仏
法
器
︒
今
生

読
誦
法
華
功
徳
薫
習
︒
遠
離

生
死
︒
当
証
涅
槃
︒
宿
習
猶

残
︒
余
報
未
尽
︒
唼
々
常
嚼
︒

至
於
天
暁
不
睡
不
覚
︒
有
一

天
女
而
現
半
身
形
︒
其
声
柔

軟
︒
汝
於
前
世
受
野
干
身
︒

住
於
西
塔
法
華
堂
裏
︒
遊
天

井
上
︒
常
聞
妙
法
及
宝
螺
︒

依
其
因
縁
︒
今
得
人
身
︒
作

此
山
僧
︒
持
法
華
経
︒
人
身

希
有
︒
仏
法
難
遇
︒
営
励
転

読
︒
不
奢
三
業
︒
苦
海
悠
深
︒

非
妙
法
船
何
致
彼
岸
︒
如
此

示
語
復
無
余
言
︒

如
此
祈
念
三
日
侍
堂
︒
夜
半

夢
見
︒
有
一
貴
女
︒
端
正
無

比
︒
衣
服
薫
香
︒
告
比
丘
言
︒

可
知
先
身
黒
色
牛
也
︒
有
持

経
者
辺
︒
常
聞
法
華
経
︒
因

是
縁
故
︒
得
生
人
界
抜
畜
生

苦
︒
得
受
人
身
聞
法
華
力
︒

今
生
受
持
一
乗
妙
法
︒
余
残

宿
業
得
黒
色
身
︒
更
莫
歎
念
︒

捨
身
他
世
︒
昇
於
天
上
︒
見

慈
氏
尊
︒
得
三
菩
提
︒

過
二
七
日
︒
有
長
老
僧
︒
告

盲
人
言
︒
汝
依
宿
報
得
盲
目

身
︒
今
生
不
得
眼
目
見
色
︒

汝
於
先
世
得
毒
蛇
身
︒
住
信

濃
国
桑
田
寺
乾
角
榎
木
中
︒

其
伽
藍
有
持
法
華
聖
︒
昼
夜

読
誦
妙
法
華
経
︒
由
是
常
聞

一
乗
妙
法
︒
汝
罪
根
深
重
︒

更
無
得
食
︒
常
困
飢
渇
︒
受

諸
苦
痛
︒
夜
夜
入
堂
︒
舐
食

仏
前
常
燈
之
油
︒
因
聴
法
華
︒

今
得
人
身
︒
又
値
仏
法
︒
依

食
燈
油
︒
受
盲
目
身
︒
是
故

今
生
不
可
開
目
︒
汝
早
可
読

誦
一
乗
妙
経
︒
滅
除
罪
業
︒

他
生
天
眼
明
浄
︒
徹
見
大
千
︒

乃
至
度
他
得
示
現
︒

其
夜
夢
見
︒
有
一
老
僧
︒
太

以
宿
徳
︒
出
老
音
言
︒
我
此

寺
薬
師
如
来
也
︒
示
宿
世
縁

為
汝
与
語
︒
汝
住
此
寺
既
及

数
生
︒
前
生
受
蚯
蚓
身
︒
常

在
此
寺
前
庭
土
中
︒
常
聞
僧

誦
法
華
経
︒
由
是
善
根
︒
今

生
作
人
︒
読
法
華
経
︒
修
行

仏
道
︒
以
之
当
知
︒
汝
此
寺

有
縁
︒
専
不
可
往
他
所
︒

又
過
七
日
已
夢
︒
従
御
前
帳

裏
老
僧
出
来
言
︒
比
丘
我
以

方
便
令
汝
憶
持
経
中
二
字
︒

当
為
汝
説
︒
忘
失
二
字
宿
世

因
縁
也
︒
前
生
播
磨
国
賀
茂

郡
人
也
︒
汝
父
母
皆
今
在
彼

国
︒
前
生
汝
読
誦
法
華
時
︒

向
火
読
経
︒
逆
火
星
到
焼
経

二
字
︒
汝
不
書
補
彼
二
字
︒

故
今
生
読
経
忘
失
二
字
︒
其

経
現
在
︒
汝
往
播
磨
︒
拝
本

持
経
︒
書
付
二
字
︒
可
懺
宿

業
︒

㋓検証

夢
覚
已
後
二
字
明
了
︒
更
不

廃
忘
︒
為
知
虚
実
︒
往
播
磨

賀
茂
郡
︒
宅
主
出
来
見
是
比

丘
︒
并
聞
其
声
︒
夫
妻
共
言
︒

我
子
還
来
︒
面
貌
全
似
︒
音

声
不
異
︒
比
丘
聞
之
述
尋
来

縁
︒
父
母
聞
之
流
涙
喜
悦
︒

見
其
持
経
二
字
焼
失
︒

㋔結末

夢
覚
明
知
前
世
後
世
善
悪
果

報
︒
比
丘
精
進
︒
自
愧
剋
責
︒

怖
畏
悪
道
︒
読
誦
観
念
︒
欣

求
菩
提
︒
尽
七
十
算
誦
六
万

部
︒
正
念
無
苦
︒
定
知
往
生

安
楽
浄
刹
矣
︒

沙
門
聞
已
︒
観
前
生
報
︒
信

因
果
道
︒
乃
至
巻
数
誦
六
万

部
︒
其
後
雖
逕
多
年
読
誦
︒

不
記
巻
数
︒
臨
於
最
後
︒
雖

有
悩
気
専
非
重
病
︒
口
誦
妙

法
︒
心
厭
生
死
︒
更
無
余
念
︒

永
背
此
界
矣
︒

比
丘
夢
覚
︒
一
心
頂
礼
大
悲

観
音
︒
満
本
所
願
︒
摂
念
勤

修
法
華
行
業
︒
心
無
放
逸
︒

奉
行
諸
善
︒
三
業
不
乱
︒
六

根
寂
静
︒
永
尽
此
生
︒
帰
無

為
界
矣
︒

已
心
生
慚
愧
︒
発
露
宿
報
︒

誦
法
華
経
︒
自
然
開
通
一
部

始
終
︒
験
力
現
前
︒
結
縛
邪

霊
︒
令
其
帰
伏
︒
身
心
病
苦

即
得
全
除
︒
乃
至
菩
提
当
得

成
就
矣
︒

夢
覚
始
知
有
縁
伽
藍
︒
従
是

已
後
常
作
此
観
︒
我
念
先
身
︒

蚯
蚓
愚
虫
不
弁
善
悪
︒
土
中

生
死
誠
以
可
悲
︒
仍
法
華
経

力
用
最
大
︒
聞
経
為
縁
︒
抜

蠢
虫
苦
今
得
人
体
︒
願
以
今

生
転
経
功
徳
︒
不
趣
生
死
︒

証
大
菩
提
︒
如
是
誓
願
︒
常

住
其
寺
無
他
行
心
︒
修
行
仏

道
矣
︒

書
補
二
字
︒
永
以
奉
持
︒
現

身
具
足
四
人
父
母
︒
報
恩
孝

養
︒
乃
至
修
行
不
退
行
業
矣
︒

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考
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﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
六
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
五
三
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
五
八
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
七
七
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
八
〇
話

﹃
法
華
験
記
﹄
第
八
九
話

㋒夢告

夢
老
僧
告
︒
相
人
所
説
︒
真

実
不
虚
︒
善
悪
果
報
︒
必
影

如
随
身
︒
依
持
経
者
乗
馬
威

力
︒
得
生
人
界
︒
誦
法
華
経
︒

何
況
自
持
勧
他
令
持
︒
汝
慎

精
進
莫
生
懈
怠
︒

至
第
七
日
夢
︒
竜
樹
菩
薩
現

宿
老
形
告
云
︒
汝
前
生
身
是

耳
垂
大
狗
也
︒
其
狗
常
在
法

華
経
持
者
房
︒
昼
夜
聞
法
華
︒

因
其
善
力
︒
転
狗
果
報
︒
感

得
人
身
︒
誦
法
華
経
︒
余
残

習
気
在
汝
身
心
︒
是
故
夢
見

狗
形
礼
仏
耳
︒

如
是
祈
念
過
一
夏
間
︒
夢
中

天
童
来
告
言
︒
我
普
賢
使
︒

為
令
知
汝
宿
生
因
縁
故
来
至

此
︒
汝
於
先
世
受
小
犬
身
︒

母
与
汝
共
在
板
敷
下
︒
法
華

持
者
在
於
其
上
︒
誦
法
花
経
︒

始
従
序
品
至
厳
王
品
廿
七
品
︒

汝
全
得
聞
︒
至
普
賢
品
汝
母

起
去
︒
汝
随
母
去
︒
由
是
不

聞
普
賢
一
品
︒
由
先
得
聞
法

華
経
故
︒
今
得
人
身
︒
又
作

法
師
得
持
法
花
︒
由
不
聞
普

賢
品
故
︒
宿
生
因
浅
︒
故
不

得
諷
誦
︒
雖
不
暗
誦
︒
但
当

読
習
︒
今
生
必
得
全
誦
法
華
︒

後
世
亦
当
値
遇
諸
仏
︒
得
拝

此
経
︒

夢
有
神
僧
告
言
︒
依
宿
世
因

不
誦
此
品
︒
汝
先
世
受
黒
馬

形
︒
在
持
経
者
許
︒
時
々
聞

法
華
︒
唯
於
薬
王
品
不
能
奉

聞
︒
依
聞
経
力
︒
今
得
人
身
︒

入
於
仏
法
︒
持
法
華
経
︒
依

不
能
聞
薬
王
品
︒
今
不
能
誦

也
︒
因
果
不
失
︒
如
牛
二
角
︒

今
生
能
読
︒
来
世
任
運
了
達

此
経
︒
証
大
菩
提
矣
︒

沙
門
参
詣
伯
耆
大
山
︒
一
夏

精
進
︒
大
智
明
菩
薩
夢
告
言
︒

我
説
汝
本
縁
︒
勿
疑
︒
当
信

受
︒
美
作
国
人
︒
粮
米
負
牛

参
詣
此
山
︒
牛
置
僧
房
︒
人

詣
神
殿
︒
其
僧
房
中
有
持
経

者
︒
始
従
初
夜
誦
法
華
経
︒

至
第
七
巻
夜
到
天
暁
︒
牛
通

夜
聞
経
︒
心
生
慈
善
︒
不
聞

第
八
巻
︒
随
主
還
本
国
︒
其

牛
即
汝
也
︒
依
聞
法
華
経
︒

離
畜
生
報
︒
禀
人
界
生
︒
作

仏
法
器
︒
誦
七
巻
経
︒
依
不

聞
第
八
巻
︒
今
生
不
得
通
利

也
︒
汝
当
調
三
業
誦
法
花
経
︒

当
来
報
在
兜
率
天
上
︒

則
夢
有
一
菩
薩
形
人
︒
告
海

蓮
言
︒
汝
於
先
生
受
蟋
蟀
身
︒

居
僧
房
壁
︒
其
房
有
僧
︒
誦

法
華
経
︒
蟋
蟀
聞
経
︒
誦
七

巻
一
品
畢
︒
為
休
息
故
︒
寄

付
壁
上
︒
蟋
蟀
当
頭
被
圧
殺

畢
︒
依
聞
二
十
五
品
功
徳
力

故
︒
転
蟋
蟀
身
︒
来
生
人
界
︒

読
誦
妙
法
︒
不
聞
三
品
故
︒

不
得
誦
陀
羅
尼
厳
王
普
賢
品

也
︒
汝
観
前
生
信
今
生
報
︒

一
心
精
進
︒
可
期
菩
提
︒

㋓検証㋔結末

夢
覚
已
後
︒
羞
宿
生
報
︒
喜

値
仏
法
︒
摂
持
漸
々
修
行
矣
︒
比
丘
夢
覚
深
懐
慚
愧
︒
羞
歎

宿
業
︒
尋
有
縁
所
︒
留
跡
止

住
︒
誦
法
華
経
︒
勤
六
根
懺
︒

以
今
生
善
遥
期
菩
提
︒
願
不

還
三
途
︒
必
生
浄
土
矣
︒

夢
覚
明
知
宿
因
︒
倍
復
精
進
︒

即
得
通
利
普
賢
勧
発
品
矣
︒

沙
門
知
宿
因
開
矇
昧
心
︒
深

信
妙
法
︒
昼
夜
不
退
転
︒
読

一
乗
矣
︒

沙
門
夢
覚
明
知
宿
因
︒
一
心

合
掌
︒
白
権
現
言
︒
痴
牛
聞

妙
法
︒
離
傍
生
苦
果
︒
来
至

於
人
界
︒
得
持
法
華
身
︒
何

況
有
人
如
説
修
行
︒
所
得
功

徳
︒
唯
仏
能
知
︒
願
我
生
々

見
諸
仏
︒
世
々
恒
聞
法
華
経
︒

恒
修
不
退
菩
薩
行
︒
疾
証
無

上
大
菩
提
︒
発
此
願
已
︒
礼

拝
権
現
︒
則
退
而
去
焉
︒

沙
門
夢
覚
明
知
本
縁
︒
修
行

仏
道
︒
天
徳
元
年
告
入
滅
矣
︒

﹃
大
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本
国
法
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験
記
﹄
前
世
夢
告
説
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﹃
法
華
験
記
﹄
第
九
三
話

㋒夢告

望
安
居
終
夢
︒
有
竜
冠
夜
叉
形
人
︒
天
衣
瓔
珞
而
厳
身
︒

手
執
金
剛
杵
︒
足
踏
華
蕚
眷
属
囲
遶
︒
語
転
乗
言
︒
依

無
宿
因
︒
不
誦
二
巻
也
︒
汝
於
先
世
受
毒
蛇
身
︒
其
形

長
大
︒
三
尋
半
也
︒
住
播
磨
国
赤
穂
郡
山
駅
︒
有
一
聖

人
︒
宿
其
駅
中
︒
毒
蛇
在
棟
上
作
是
念
︒
我
遇
飢
渇
而

久
不
食
︒
希
有
此
人
来
於
此
駅
︒
今
当
呑
食
︒
爰
聖
人

不
知
有
蛇
欲
害
聖
人
︒
洗
手
漱
口
︒
誦
法
華
経
︒
其
声

清
浄
聞
消
滅
罪
︒
毒
蛇
聞
経
︒
止
毒
害
心
︒
閉
目
納
毒

気
︒
一
心
聞
経
︒
至
第
六
巻
夜
至
天
暁
︒
不
誦
七
八
二

巻
︒
聖
人
出
去
︒
而
其
毒
蛇
者
汝
身
是
也
︒
止
欲
害
心

聞
法
華
故
︒
転
於
多
刧
輪
廻
毒
身
︒
今
得
人
身
︒
作
法

華
持
者
︒
不
聞
二
巻
故
︒
今
生
不
得
誦
︒
汝
有
毒
忿
心
︒

是
毒
蛇
習
気
耳
︒
汝
一
心
精
進
︒
読
誦
法
花
経
︒
現
前

成
就
最
勝
悉
地
︒
後
世
亦
得
出
離
生
死
︒

㋓検証㋔結末

比
丘
夢
覚
︒
深
発
道
心
︒
弥
誦
法
華
︒
多
聞
天
王
随
其

所
念
︒
令
満
悉
地
︒
嘉
祥
二
年
円
寂
焉
︒

告
げ
ら
れ
る
前
身
が
人
で
あ
る
︒
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
く
そ
れ
以
外
の

説
話
で
は
︑
夢
に
告
げ
ら
れ
る
前
身
が
異
類
︵
牛
・
野
干
・
蛇
・
蚯
蚓
・
馬
・

犬
・
紙
魚
・
蟋
蟀
︶
で
あ
る
︒
単
純
に
考
え
れ
ば
︑
前
身
を
人
と
す
る
夢
告
で

あ
れ
ば
検
証
の
し
よ
う
も
あ
り
場
面
と
し
て
描
き
う
る
が
︑
前
身
を
異
類
と
す

る
夢
告
は
検
証
の
し
よ
う
が
な
く
場
面
と
し
て
描
き
え
な
か
っ
た
と
い
う
程
度

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
︑
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
︒﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世

夢
告
説
話
が
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
く
こ
と
を
︑
短
絡
せ
ず
︑
丁
寧
に
解

釈
す
る
と
︑
そ
れ
が
説
話
の
登
場
人
物
の
法
華
信
仰
を
敬
虔
な
も
の
と
し
て
語

る
表
現
だ
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
に
表
現
を
読
み
解
く
た
め
に
は
︑
二
点
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
法

華
験
記
﹄
が
依
拠
す
る
﹃
法
華
経
﹄
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
︒

一
点
め
は
︑
夢
告
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹃
法
華
経
﹄
﹁
安
楽
行
品
﹂
に
は
︑

読
㆓

是
経
㆒

者

常
無
㆓

憂
悩
㆒

又
無
㆓

病
痛
㆒

顔
色
鮮
白

不
㆑

生
㆓

貧
窮

卑
賤
醜
陋
㆒

衆
生
楽
㆑

見

如
㆑

慕
㆓

賢
聖
㆒

天
諸
童
子

以
為
㆓

給
使
㆒

刀
杖
不
㆑

加

毒
不
㆑

能
㆑

害

若
人
悪
罵

口
則
閉
塞

遊
行
無
㆑

畏

如
㆓

師
子
王
㆒

智
慧
光
明

如
㆓

日
之
照
㆒

若
於
㆓

夢
中
㆒

但
見
㆓

妙
事
㆒

と
あ
り
︑﹃
法
華
経
﹄
を
読
む
者
に
は
瑞
夢
が
訪
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
法
華

信
仰
の
文
脈
で
は
︑
夢
告
は
﹃
法
華
経
﹄
が
も
た
ら
す
霊
験
な
の
で
あ
る
︒

二
点
め
は
︑
検
証
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
検
証
は
︑
物
事
を
調
べ
て
証
拠
立
て

﹃
大
日
本
国
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世
夢
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る
行
為
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
︑
対
象
へ
の
疑
い
を
︵
言

外
に
で
あ
れ
︶
含
み
込
ん
だ
行
為
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
れ
に
か
か
わ
っ

て
︑﹃
法
華
経
﹄
に
︑﹃
法
華
経
﹄
へ
の
疑
い
を
禁
じ
る
経
文
が
散
見
す
る
こ
と

が
︑
目
に
留
ま
る
︒
例
え
ば
︑

或
復
顰
蹙

而
懐
㆓

疑
惑
㆒

汝
当
㆑

聴
㆑

説
㆓

此
人
罪
報
㆒

︵﹁
譬
喩
品
﹂︶

若
有
㆘

於
㆓

此
経
㆒

生
㆑

疑
不
㆑

信
者
㆖

即
当
㆑

堕
㆓

悪
道
㆒︵﹁

従
地
涌
出
品
﹂
)

是
故
行
者

於
㆓

仏
滅
後
㆒

聞
㆓

如
㆑

是
経
㆒

勿
㆑

生
㆓

疑
惑
㆒

︵﹁
常
不
軽
菩
薩
品
﹂
)

な
ど
で
あ
る⑦

︒
法
華
信
仰
の
文
脈
で
は
︑
検
証
は
も
ち
ろ
ん
︑﹃
法
華
経
﹄
を

疑
う
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
禁
忌
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
二
点
を
踏
ま
え
れ
ば
︑﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
の
ほ
と
ん
ど

が
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
く
こ
と
を
︑
積
極
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
︒
そ
れ
は
︑﹃
法
華
経
﹄
が
も
た
ら
す
霊
験
で
あ
る
夢
告
を
疑
わ
ず
検

証
し
な
い
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑﹃
法
華
経
﹄
を
疑
う
と
い
う
禁
忌
の
侵
犯
の
回

避
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
︒

恰
好
の
例
は
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
八
〇
話
で
あ
る
︒﹃
法
華
験
記
﹄
第
八
〇
話

で
身
に
謎
を
抱
え
る
の
は
︑
明
蓮
で
あ
る
︒
夢
告
の
場
面
で
は
︑
大
智
明
菩
薩

が
︑
明
蓮
に
対
し
て
︑﹁
勿
㆑

疑
︒
当
㆓

信
受
㆒

﹂
と
︑
夢
告
を
疑
う
こ
と
を
禁
じ
︑

信
じ
る
こ
と
を
命
じ
た
上
で
︑
明
蓮
の
前
世
か
ら
の
因
縁
を
明
か
す
︒
そ
し
て
︑

検
証
の
場
面
を
飛
ば
し
︑
説
話
が
結
ば
れ
る
︒
検
証
の
場
面
を
欠
け
ば
︑
説
話

中
︑
明
蓮
が
夢
告
を
疑
う
余
地
が
な
く
な
る
︒
明
蓮
は
夢
告
を
疑
う
こ
と
な
く

信
じ
た
と
し
か
︑
説
話
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
説
話

の
構
成
の
お
か
げ
で
︑
明
蓮
の
法
華
信
仰
は
︑﹃
法
華
経
﹄
を
疑
う
と
い
う
禁

忌
の
侵
犯
を
回
避
せ
ん
と
し
た
︑
よ
り
敬
虔
な
も
の
と
し
て
︑
必
然
的
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
︒
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
い
た
説
話
の
構
成
が
︑
表
現
と
し

て
有
機
的
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
以
外
の
︑﹃
法
華
験
記
﹄
の
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
い
た
前
世
夢

告
説
話
に
つ
い
て
も
︑
夢
告
の
場
面
か
ら
結
末
の
場
面
に
か
け
て
の
流
れ
を
同

じ
く
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
す
べ
て
同
様
に
解
釈
で
き
よ
う
︒

﹃
法
華
験
記
﹄
で
は
︑
前
世
夢
告
説
話
以
外
の
説
話
に
お
い
て
も
︑
﹃
法
華

経
﹄
へ
の
疑
い
を
禁
じ
る
文
言
が
少
な
く
な
い
︒
そ
の
最
た
る
例
は
︑﹃
法
華

験
記
﹄
第
九
二
話
﹁
長
円
法
師
﹂
で
あ
る
︒
﹃
法
華
験
記
﹄
第
九
二
話
は
話
末

評
語
を
も
ち
︑
そ
こ
に
は
﹁
誰
於
㆓

此
経
㆒

有
㆓

生
㆑

疑
不
㆑

信
者
㆒

﹂
と
︑
先
に
引

用
し
た
﹃
法
華
経
﹄
﹁
従
地
涌
出
品
﹂
の
経
文
と
ほ
ぼ
同
文
が
書
き
つ
け
ら
れ

て
い
る
︒﹃
法
華
経
﹄
を
疑
う
者
な
ど
存
在
し
え
な
い
に
違
い
な
い
と
す
る
︑

﹃
法
華
験
記
﹄
の
編
者
鎮
源
︵
あ
る
い
は
鎮
源
が
伝
承
す
べ
き
と
感
じ
た
先
行

説
話
︶
の
篤
い
法
華
信
仰
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
法
華
験

記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
に
つ
い
て
の
如
上
の
解
釈
を
傍
証
し
よ
う
︒

﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
に
特
徴
的
な
︑
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
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欠
い
た
説
話
の
構
成
︒
そ
れ
は
︑﹃
法
華
経
﹄
を
疑
う
と
い
う
禁
忌
の
侵
犯
の

回
避
︑
す
な
わ
ち
︑
説
話
の
登
場
人
物
の
法
華
信
仰
を
敬
虔
な
も
の
と
し
て
語

る
表
現
な
の
で
あ
っ
た
︒

な
お
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
一
話
は
︑
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
も
っ
て
い

た
︒
一
話
の
み
と
は
い
え
︑
説
話
の
登
場
人
物
が
﹃
法
華
経
﹄
を
疑
っ
て
い
る

と
読
め
る
記
述
を
含
む
前
世
夢
告
説
話
が
︑
収
録
さ
れ
て
い
て
よ
い
の
か
︒

こ
の
こ
と
は
︑﹃
法
華
験
記
﹄
の
序
か
ら
説
明
で
き
る
︒﹃
法
華
験
記
﹄
の
序

に
は
︑﹁
余
幸
生
㆓

妙
法
繁
盛
之
域
㆒

鎮
聞
㆓

霊
験
得
益
之
輩
㆒

﹂
と
当
代
に
は
法

華
霊
験
譚
が
盛
ん
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
そ
れ
ら
は
﹁
或
煩
有
㆓

史
書
㆒

而
叵
㆑

尋
︒

或
徒
有
㆓

人
口
㆒

而
易
㆑

埋
﹂
と
書
物
か
ら
探
し
出
す
こ
と
が
煩
雑
︑
口
承
で
消

え
ゆ
き
や
す
か
っ
た
た
め
︑﹁
都
鄙
遠
近
︒
緇
素
貴
賤
︒
粗
緝
㆓

見
聞
㆒

録
為
㆓

三

巻
㆒

﹂
と
説
話
の
出
自
や
内
容
を
問
わ
ず
に
︑
見
聞
し
た
法
華
霊
験
譚
の
ほ
と

ん
ど
を
集
成
し
た
と
あ
る
︒

確
か
に
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
一
話
は
︑
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
も
っ
て

お
り
︑
説
話
の
登
場
人
物
が
﹃
法
華
経
﹄
を
疑
っ
て
い
る
と
読
め
る
記
述
を
含

む
前
世
夢
告
説
話
で
あ
る
︒
だ
が
︑
最
終
的
に
は
そ
の
疑
い
の
心
は
晴
ら
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
︑﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
一
話
が
︑
大
枠
と
し
て
は
法
華
霊
験

譚
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
︒
序
に
示
さ
れ
た
︑
当
代
の
法
華
霊
験
譚
の
状

況
に
応
じ
て
︑
説
話
の
出
自
や
内
容
を
問
わ
ず
に
︑
見
聞
し
た
も
の
ほ
と
ん
ど

を
集
成
し
た
と
い
う
﹃
法
華
験
記
﹄
の
編
纂
方
針
に
鑑
み
れ
ば
︑
大
枠
と
し
て

法
華
霊
験
譚
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
︑
不
都
合
な
内
容
を
部
分
的
に
も
つ
こ
と
を

不
問
に
し
︑
一
つ
の
類
型
と
し
て
そ
の
ま
ま
収
録
し
た
説
話
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
と
す
る
と
︑
﹃
法
華
験
記
﹄
第
三
一
話
の
よ
う
な
前
世
夢
告
説
話
を

一
話
限
り
収
録
し
て
い
る
こ
と
も
︑
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
︒

ま
た
︑﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄﹃
日
本
霊
異
記
﹄
も
︑
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
も

っ
た
前
世
夢
告
説
話
を
収
録
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
に
し
て
も
︑
﹃
法

華
験
記
﹄
第
三
一
話
と
同
じ
く
︑
大
枠
と
し
て
法
華
霊
験
譚
で
あ
る
こ
と
は
揺

る
が
な
い
︒﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
お
い
て
も
︑
大
枠
と
し
て
法

華
霊
験
譚
で
あ
れ
ば
︑
不
都
合
な
内
容
を
部
分
的
に
も
っ
て
い
て
も
︑
そ
の
ま

ま
収
録
す
る
こ
と
に
支
障
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
︑﹃
法
華
験
記
﹄
に
お
け
る
前
世
夢
告
説
話
に
つ
い
て
︑
特
に
説
話
の

構
成
を
め
ぐ
り
論
じ
て
き
た
︒
﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
は
︑
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
く
︒
そ
れ
が
︑﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世

夢
告
説
話
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
﹃
法
華
経
﹄
に
よ
れ
ば
︑
夢

告
は
﹃
法
華
経
﹄
が
も
た
ら
す
霊
験
で
あ
り
︑
検
証
は
﹃
法
華
経
﹄
へ
の
疑
い

を
︵
言
外
に
で
あ
れ
︶
含
み
込
ん
だ
禁
忌
で
あ
る
︒
こ
の
二
点
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
︑﹃
法
華
経
﹄
が
も
た
ら
す
霊
験
で
あ
る
夢
告
を
疑
わ
ず
検
証
し
な
い
こ

と
は
︑﹃
法
華
経
﹄
を
疑
う
と
い
う
禁
忌
の
侵
犯
の
回
避
だ
と
解
釈
で
き
る
︒

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考

一
二



そ
の
意
味
で
︑﹃
法
華
験
記
﹄
の
前
世
夢
告
説
話
に
特
徴
的
な
夢
告
を
検
証
す

る
場
面
を
欠
い
た
説
話
の
構
成
は
︑
説
話
の
登
場
人
物
の
法
華
信
仰
を
敬
虔
な

も
の
と
し
て
語
る
表
現
な
の
だ
と
結
論
し
た
︒

﹃
法
華
験
記
﹄
は
︑
法
華
霊
験
譚
の
集
成
で
あ
り
︑
当
然
︑
法
華
信
仰
を
礼

讃
す
る
も
の
で
あ
る
︒
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑﹃
法
華
験
記
﹄
が
い
か
に
し
て
法
華

信
仰
を
礼
讃
す
る
の
か
︑
そ
の
説
話
の
表
現
を
︑
際
限
な
く
問
い
続
け
る
べ
き

で
あ
ろ
う⑧

︒
今
後
と
も
︑
課
題
と
し
た
い
︒

注①

菊
地
良
一
﹁
説
話
に
お
け
る
夢
に
つ
い
て

︱
仏
教
説
話
を
中
心
と
し
て

︱
﹂

︵
同
﹃
中
世
説
話
の
研
究
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
七
二
年
四
月
︶︒
菊
地
氏
の
整
理
は
︑
次

の
と
お
り
︒

化
身
や
転
生
が
夢
告
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
た
め
に
は
多
く
の
場
合
︑
あ
る

特
定
の
経
典
や
仏
菩
薩
の
帰
依
信
仰
に
よ
る
と
す
る
形
式
が
多
い
︒
経
典
の
な

か
で
も
﹃
法
華
経
﹄
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
験
を
蒙
る
こ
と
を
夢
告
す
る

説
話
も
か
な
り
多
い
︒
前
世
に
は
動
物
や
虫
で
あ
っ
た
が
﹃
法
華
経
﹄
聴
聞
の

功
徳
に
よ
っ
て
⑴
人
間
に
転
生
で
き
た
︑
⑵
前
生
に
い
か
な
る
動
物
で
あ
っ
た

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
︑
⑶
﹃
法
華
経
﹄
文
の
気マ

憶マ

が
不
可
能
で
あ
っ
た
理

由
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︑
⑷
身
体
に
故
障
の
あ
る
原
因
が
前
生
の
不
信
や
戒
犯

の
た
め
で
あ
る
︑
⑸
前
世
﹃
法
華
経
﹄
護
持
の
功
徳
に
よ
っ
て
人
間
に
生
を
得

た
な
ど
効
験
を
表
示
す
る
夢
告
説
話
で
あ
る
︒
そ
こ
に
記
さ
れ
る
動
物
は
牛
・

馬
・
蛇
・
蟀マ

蟋マ

・
衣
魚
・
狗
・
蚯
蚓
・
野
干
・
狐
・
鼠
な
ど
が
登
場
す
る
の
で

あ
る
︒
仏
菩
薩
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
生
夢
告
を
受
け
る
話
は
﹃
法
華

経
﹄
に
よ
る
も
の
よ
り
は
少
い
︒
こ
の
前
世
夢
告
談
は
説
話
と
し
て
は
そ
の
由

が
何
で
あ
る
か
を
説
く
と
こ
ろ
に
︑
説
話
と
し
て
の
構
成
を
も
ち
文
芸
的
展
開

と
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
前
世
譚
は
本
生
談
と
関
係
を
も
っ
て
説
話
文
芸
化
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

前
世
夢
告
説
話
は
︑
菊
地
氏
が
﹁
前
世
夢
告
談
﹂
と
し
た
他
︑﹁
前
生
夢
告
譚
﹂

︵
小
林
直
樹
﹁
夢
告
説
話
と
﹃
法
華
経
﹄
﹂
﹃
国
文
論
叢
﹄
一
三
︑
一
九
八
六
年
三
月
︶︑

﹁
宿
世
開
示
譚
﹂︵
間
宮
啓
壬
﹁
存
在
の
上
昇

︱
﹃
法
華
験
記
﹄
に
み
る
法
華
経
力

の
一
断
面

︱
﹂
﹃
法
華
文
化
研
究
﹄
三
三
︑
二
〇
〇
七
年
三
月
︶
な
ど
と
も
呼
ば

れ
︑
呼
称
に
揺
れ
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
前
世
夢
告
説
話
で
統
一
す
る
︒

②

﹃
法
華
験
記
﹄
以
前
の
説
話
集
で
の
前
世
夢
告
説
話
の
収
録
数
は
︑﹃
弘
賛
法
華

伝
﹄
に
二
話
︑
﹃
法
華
伝
記
﹄
に
一
話
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
一
話
が
知
ら
れ
る
の
み

で
あ
る
︒
本
稿
第
二
章
で
詳
し
く
扱
う
︒

③

森
正
人
﹁
仏
教
説
話
と
場
﹂
︵
同
﹃
場
の
物
語
論
﹄
若
草
書
房
︑
二
〇
一
二
年
九

月
︶︒
初
出
は
﹃
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
﹄
一
一
︵
二
〇
〇
八
年
三
月
︶︒

④

岡
田
文
弘
﹁
鎮
源
﹃
法
華
験
記
﹄
に
お
け
る
異
類
功
徳
譚

︱
並
行
話
比
較
を
中

心
に

︱
﹂
︵
﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
二
︱
一
︑
二
〇
一
三
年
一
二
月
︶︒

⑤

小
林
直
樹
氏
お
よ
び
間
宮
啓
壬
氏
前
掲
論
文
︵
注
①
︶
︑
華
園
聰
麿
﹁
鎮
源
撰
述

﹃
本
朝
法
華
験
記
﹄
に
お
け
る
法
華
信
仰
の
諸
相
﹂
︵
﹃
日
本
文
化
研
究
所
報
告
﹄
二

六
︑
一
九
九
〇
年
三
月
︶
を
参
考
に
し
た
︒
な
お
︑﹃
法
華
伝
記
﹄
は
︑﹃
弘
賛
法
華

伝
﹄
と
同
じ
く
唐
代
の
説
話
集
で
あ
る
︒
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
﹃
法
華
伝
記
﹄﹃
日
本
霊

異
記
﹄
は
︑
直
接
的
か
間
接
的
か
は
定
か
で
な
い
が
︑
い
ず
れ
も
﹃
法
華
験
記
﹄
に

影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
し
く
︑
と
り
わ
け
比
較
が
有
効
で
あ
る
︒

⑥

﹃
法
華
伝
記
﹄
巻
九
第
六
話
も
︑
夢
告
を
検
証
す
る
場
面
を
欠
い
た
説
話
の
構
成

を
特
徴
と
し
て
い
る
と
い
い
う
る
︒
注
⑤
で
も
触
れ
た
が
︑﹃
法
華
伝
記
﹄
は
︑
直

接
的
か
間
接
的
か
は
定
か
で
な
い
が
︑
﹃
法
華
験
記
﹄
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思

し
い
︒
そ
の
こ
と
と
併
せ
る
と
︑﹃
法
華
伝
記
﹄
巻
九
第
六
話
が
夢
告
を
検
証
す
る
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場
面
を
欠
く
こ
と
は
興
味
深
い
が
︑
本
稿
の
趣
旨
か
ら
は
外
れ
る
た
め
︑
今
は
措
く
︒

⑦

﹁
疑
﹂
の
字
だ
け
に
絞
っ
て
も
︑﹃
法
華
経
﹄
に
お
け
る
用
字
数
は
︑
五
七
例
に
の

ぼ
る
︒
語
と
し
て
は
︑﹁
疑
﹂
三
〇
例
︑﹁
疑
悔
﹂
一
一
例
︑﹁
疑
惑
﹂
一
一
例
︑﹁
疑

網
﹂
五
例
で
あ
る
︒﹃
法
華
経
﹄︵
の
所
説
︶
を
疑
う
こ
と
を
禁
じ
る
︑﹃
法
華
経
﹄

︵
の
所
説
︶
へ
の
疑
い
の
心
が
晴
ら
さ
れ
て
い
く
文
脈
で
の
用
例
ば
か
り
で
あ
る
︒

自
ら
を
疑
う
こ
と
を
勧
め
る
経
典
も
ど
だ
い
な
か
ろ
う
が
︑﹃
法
華
経
﹄
に
お
い
て

は
︑
疑
う
こ
と
へ
の
戒
め
が
た
び
た
び
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

﹃
法
華
験
記
﹄
の
説
話
の
表
現
の
問
題
を
︑
語
の
レ
ベ
ル
で
論
じ
る
と
す
れ
ば
︑

﹁
希
有
﹂
の
語
の
用
例
数
が
突
出
し
て
お
り
︵
三
九
例
︶︑
重
要
だ
と
見
て
い
る
︒

﹁
希
有
﹂
は
︑
前
世
夢
告
説
話
中
に
も
用
例
が
あ
り
︑
本
稿
で
併
せ
て
論
じ
る
こ
と

も
考
え
た
が
︑
紙
幅
の
都
合
し
な
か
っ
た
︒
別
稿
に
譲
り
た
い
︒

＊
古
典
本
文
の
引
用
に
つ
い
て
︑﹃
法
華
験
記
﹄
は
日
本
思
想
大
系
︑﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄

﹃
法
華
伝
記
﹄
は
大
正
新
脩
大
蔵
経
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑

﹃
法
華
経
﹄
は
岩
波
文
庫
を
用
い
た
︒

＊
引
用
に
あ
た
り
︑
振
り
仮
名
や
記
号
を
省
略
す
る
︑
旧
字
や
異
体
字
を
通
行
字
体
に

直
す
︑
漢
文
に
返
点
を
付
す
︑
傍
線
を
付
す
な
ど
︑
適
宜
︑
私
に
表
記
を
改
め
た
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
二
〇
一
九
年
度
同
志
社
大
学
国
文
学
会
秋
季
研
究
発
表
会
︵
二
〇

一
九
年
一
二
月
一
五
日
︶
で
の
口
頭
発
表
﹁﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世

夢
告
説
話
に
お
け
る
方
法
﹂
に
基
づ
き
︑
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒

末
筆
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
発
表
に
際
し
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
し
た
皆
様

に
︑
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

﹃
大
日
本
国
法
華
経
験
記
﹄
前
世
夢
告
説
話
考
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